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令和６年度３回足立区福祉サービス苦情等解決委員会 

議事次第  

 

 

日 時：令和６年１１月２５日（月）１０：００～１２：００ 

場 所：足立区役所１２０１会議室 

 

【 出席者 】 

宮本委員長 氏家副委員長 東委員 金子委員 小池委員 三枝委員 

瀬崎医療介護連携課長 日吉介護保険課長 早川障がい援護課長 長門障がい福祉課長 

秦中央本町地域・保健総合支援課長 安部子ども政策課長 山本障がい福祉センター所長 

角谷事業者指導係長 小川虐待防止・事業者指導担当係長 澄川中部援護第二係長 

田中精神保健担当係長 川崎学童施設調整係長 笠尾権利擁護推進係長 

青柳子ども施策推進担当主査 古橋権利擁護推進係 

 

社会福祉協議会 結城地域福祉部長 

山本基幹地域包括支援センター課長 

和田基幹地域包括支援センター担当課長 

米村基幹地域包括支援センター主査 

島津基幹地域包括支援センター専門員 

 

【 議事 】 

１．開会 

２．報告・審議事項 

 （１）月報の報告（令和６年９・１０月） 

 （２）諮問案件（答申案） 

 （３）令和６年８・９月報告案件 

 （４）第２回委員会未報告案件 

３．その他 

 ・令和６年度の委員会開催予定 

  



 

【附属機関名称】会議概要 

会 議 名 令和６年度足立区福祉サービス苦情等解決委員会（第３回） 

事 務 局 足立区社会福祉協議会 基幹地域包括支援センター 

開催年月日 令和６年１１月２５日（月） 

開 催 時 間 午前１０時００分～午後０時００分 

開 催 場 所 足立区役所１２０１会議室 

出 席 者 別紙出席者名簿のとおり 

会 議 次 第 別紙次第のとおり 

資 料 別紙次第のとおり 

そ の 他 
 

  

様式第１号（第３条関係） 
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【協議会審議等内容】 

（瀬崎課長） 

 おはようございます。 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただきま

してありがとうございます。 

 医療介護連携課長の瀬崎でございます。ど

うぞよろしくお願いします。 

 何人か管理職が遅れていますが、欠席の連

絡をいただいていませんので、遅れての参加

になりますので、よろしくお願いいたします。 

 ただいまから、令和６年度第３回「足立区

福祉サービス苦情等解決委員会」を開会いた

します。 

 議事に入らせていただく前に、本日の配付

資料を確認させていただきます。着座にて失

礼いたします。 

 委員の机上に配らせてもらっています、ま

ず１枚目が本日の委員会次第でございます。 

 次に、資料１「令和６年度 足立区福祉サ

ービス苦情相談 月報様式」。 

 ３点目、資料２「答申書（案）」でござい

ます。 

 ４点目、資料２「答申書（案）」別紙でご

ざいます。 

 ５点目、ホチキスどめの資料でございます

けれども、諮問案件ということで、諮問書と、

諮問案件高齢部門と、高齢別紙になります。 

 ６点目、これは委員の方のみでございます

けれども、諮問案件の苦情申立書の写し。緑

色のクリアファイルに入ったものを配付さ

せてもらっています。委員会終了後、回収さ

せていただきます。 

 ７点目、資料３「令和６年度 第３回苦情

等解決委員会 報告案件一覧」ということで、

Ａ３の横のものでございます。 

 ８点目、資料３「障がい１」とその別紙。 

 ９点目、資料３「障がい２」でございます。 

 １０点目、資料３「障がい３」でございま

す。 

 次に１１点目、資料４「令和６年度 第２

回苦情等解決委員会 未報告案件 意見等」

でございます。 

 １２点目、委員名簿。 

 １３点目、庁内関係所属名簿。 

 １４点目、席次表でございます。 

 １５点目、これも委員の方のみでございま

すけれども、第２回苦情等解決委員会の議事

録（案）でございます。 

 最後、１６点目、令和５年度足立区福祉１

１０番の冊子、年次報告書でございます。 

 次に、本日の出席委員数を報告します。 

 委員定数６名のところ、全員の出席をいた

だいておりますので、本日の委員会が成立し

ていることを報告します。 

 なお、議事録作成の都合上、質疑は録音さ

せていただきたいと存じます。そのため、御

発言の際は、最初にお名前をおっしゃってい

ただき、御発言をお願いいたします。御協力

のほど、よろしくお願いいたします。 

 では、その後の議事進行につきましては、

宮本委員長にお願いいたします。 

（宮本委員長） 

 それでは、次第に従いまして議事を進めて

まいります。 

 次第「２ 報告・審議事項」、「（１）月

報の報告」につきまして、事務局の方、御報

告をお願いいたします。 

 

【資料１】「月報」説明 和田課長 

 

（宮本委員長） 

 ありがとうございました。 

 ただいまの報告につきまして、御意見、御

質問がございましたら、委員の皆様、お願い

いたします。 

 よろしいでしょうか。 

様式第２号（第３条関係） 
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 ありがとうございます。 

 御意見、御質問がないようなので、本件の

質疑は以上としまして、次に移りたいと思い

ます。 

 次第「２ 報告・審議事項」、「（２）諮

問案件（答申案）」につきまして、事務局の

方、説明をお願いいたします。 

 

【資料２】「諮問案件（高齢）」説明 

笠尾係長、和田課長 

 

（宮本委員長） 

 ありがとうございました。 

 書類が多岐にわたりますので、ちょっと難

しいところがあるかと思いますけれども、た

だいまの御説明につきまして、意見、もっと

聞きたいことがございましたら、質問をお願

いいたします。 

（氏家副委員長） 

 よろしいですか。 

 まず、体裁についてですけれども、答申書

案の例がなかったということで、こういう形

でお作りになられたとお伺いしました。一般

的に行政の答申案というのは文章で書かれ

ているものは拝見したことはありますけれ

ども、枠に入っているものというのは拝見し

たことがなくて、これはこういう形をお取り

になるということなのでしょうか。 

 もし、いわゆる答申であって、答申書であ

れば、文章で書かれるほうがよろしいのかな

と思いますけれども、それは箱に入っている

かどうかということであれば。そういう違い

かなと思います。 

（笠尾係長） 

 権利擁護推進係の笠尾ですけれども、ほか

の自治体の例とかも、全国のものとかも参考

にして、枠に入っていたほうが分かりやすい

かということで、一応こういう形で案として

提示させていただいております。 

（氏家副委員長） 

 これは、分かりやすさというのは、区長へ

の分かりやすさということになるのですか。

これは一般に公開されるものではないです

よね。 

（笠尾係長） 

 はい。一般的にどなたが見ても、一般人を

対象にしているわけではありませんけれど

も、見た人が、それぞれ項目立てされていた

ほうが分かりやすいのではないかという判

断をしました。 

（氏家副委員長） 

 分かりました。 

 多分、この苦情解決委員会でも、答申案を

作るのは初めてだと思うのです。なので、そ

ういうサンプルになるものがあれば、もちろ

ん、区とか個人情報を消した上で拝見させて

いただければ参考になるのかなと思いまし

た。 

 ２点目、次ですけれども、枠に入っている

関係で、文章が「～で確認。」みたいな形で、

いわゆる文章になっていないのですけれど

も、これは一般的にもそういう形だというこ

となのですか。区長に出すものとして、そう

いう体言止めでよろしいものなのか、きちん

とした文章になっているのかというのがち

ょっと気になったのですけれども。 

（笠尾係長） 

 その辺につきましては、意見を踏まえまし

て、必要に応じて修正させていただきたいと

思います。 

（氏家副委員長） 

 分かりました。 

 次に、流れなのですけれども弁護士なので、

裁判例とかそういう行政文書とかで見ると、

一般的には、何か苦情とか申立てがあった場

合には、まず、どのような苦情があったかの
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苦情の確認。次に、事実確認。その結果を踏

まえて意見というのが流れなのかなと思い

まして、そういう意味で、メインとなってい

るのは多分苦情だと思うのです。苦情を解決

するための答申ですので、まず苦情を冒頭に

持ってくるほうが適切なのではないかなと

思いました。 

 そのときには、やはり日付と、誰が、何を

という主語も明らかにした上で苦情をまず

明記すると。それについてどのような事実関

係を確認した上で、「対応経過」はいいと思

うのですけれども、その苦情についてどのよ

うに確認したのかということが書かれてい

くのかなと思いました。 

 なので、答申内容が前に来てしまうという

のは何となく違和感があって、ほかの例はそ

うなっているのかもしれないのですけれど

も、まず具体的な、この苦情に対してどうい

う解釈をしたかというのを書いたほうがよ

ろしいのかなと思った次第です。 

 あと２点。 

 「確認結果」のところですけれども、これ

は前回資料で配付されたものに追加された

とお伺いしてよろしいですか、それとも、そ

のままですか。 

（和田課長） 

 こちらの別紙２につきましては、前回の資

料の内容のものをお付けしているものです。 

（氏家副委員長） 

 ここについては、委員会でまさに審議をし

て、必要な事実確認とかを追加で調べたとこ

ろが多数あったと思います。むしろ、そこに

主に時間を使ったと思いますけれども、そう

いうことについては書いたほうがよろしい

のではないかと思います。そういう事実を確

認した上での意見ということになりますの

で。 

 それこそ、分かりやすさで言うのなら、こ

れだけでは分からなくて意見が委員のほう

から出ておりましたので、それも踏まえたほ

うがよろしいのかなと思っております。 

 ２枚にまとめなくてはいけないかどうか

は分かりませんけれども、答申ですから、そ

れなりに検討した結果を踏まえた上での意

見という意味では、もう少し厚いものになっ

ても構わないのかなと思います。そうであれ

ば、もう少し「確認結果」で具体的なところ

を補充いただきたいなと思いました。 

 最後に、答申内容、これが答申の結果とな

るわけですけれども、それとは別に「委員会

での意見」という項目があるのは、ちょっと

不思議な感じがいたしまして、さらに、その

意見の内容が、「～ではないか」「～はなか

ったか」というような、感想のようなものが

記載されておりまして、これは答申書に記載

するには不適切なのかなと思いました。 

 これを踏まえた上での意見というものが、

答申書の答申の内容になるのかなと思いま

すので、例えば①で、「当事者はどう考えて

いたのか」、これは疑問が残っての意見だと

いう形にむしろ見えてしまいました。そうだ

としたら、それはどうでしたという回答がこ

の委員会であったのか。それとも、そこは分

からなかったのか。では、それは追加で調べ

なくてはいけないのかみたいなところに発

展しかねないなと思いました。 

 「～ではないか」という書き方とか、問題

がさらにあるのではないかと、より追及する

ような意見が出ていたのであれば、そこを、

この委員会でさらに調査すべき点なのかど

うかと思いましたので、書きぶりとしては、

「～か」というのはやめたほうがいいと思い

ました。 

 議事録が今回出ておりましたので、前回、

どういう疑問だったのか私もはっきりと具

体的に覚えていないところがありますが、追
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加で確認すべき点が出ていたというのであ

れば、それを調査するべきなのかなと思いま

した。 

 実際に、結論で、答申内容のところでは、

こうでしたということは書いてあるのです

が、具体的な苦情についての当否が書かれて

いなかったのですけれども、この委員会では、

適切ではないが不当ではないとか、違法では

ないとか、結論のような部分が出ておりまし

たので、むしろそれを「苦情」「結果確認」

「評価」というところの「評価」で書くべき

だと思います。 

 その上での感想というか追加がこの答申

内容であって、やはり具体的な苦情について

当委員会がどのように考えたかという当否

を一言なり簡単に記しておくのがいいので

はないかなと思いました。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 御意見をいっぱいいただきましたけれど

も、まず、フォーマットの件については、や

はり初めてということなので、御意見いただ

いたものについて、再度御検討いただいて、

より見やすさとか、一般的であるということ

を踏まえて御検討いただくということが必

要かと思います。 

 あと、今後に備えて、そういったフォーマ

ットみたいなものを御検討を重ねていただ

けるとよろしいのではないかなと思います。 

 それから、フォーマットに合わせて、この

内容をどのように順番を並べていくかとい

うことですか。こちらについても御検討いた

だくということでよろしいでしょうか。 

 ぜひ、お願いいたします。 

 あと、７項目につきまして、お時間を取っ

たところで、ぱっと私の感じたところですと、

資料２の左側の、①～⑦項目について書いて

ある文章と、この「事実確認内容」「確認結

果」という別紙の資料が連動していたほうが

いいのではないかと思いますが、先生方、委

員の皆様、いかがでしょうか。委員意見を踏

まえての答申ですので。 

（氏家副委員長） 

 氏家です。 

 連動したほうがいいというのはもっとも

だと思うのですけれども、これはそもそも連

動していないのですか。この書かれている意

見というのは、①について検討したときに出

た意見がここに書いてあるということでよ

ろしいですか。 

（和田課長） 

 はい。そうでございます。 

（氏家副委員長） 

 ぱっと見て連動していることが分かると

いうか。 

（宮本委員長） 

 こちらに、右側に付いているとか。 

（氏家副委員長） 

 こちら側にそれがないと、なぜ、この確認

結果でこの意見が出たのかがちょっと分か

らないということになる。 

（宮本委員長） 

 例えば、Ａ３でそのまま続くとか、そうい

ったほうが。 

（氏家副委員長） 

 なので、私としては、枠に入れないほうが

いいと。枠に入れると、「苦情」「確認結果」

「意見」と横長になって、それが、しかも事

実が長くなって、右の「苦情」の大きさと多

分「確認結果」と合わせないと表がきれいに

入らないのかなと思うので、なので、文章で、

①の苦情について、このような結果、このよ

うな意見と、長くなっていたほうが、多分、

作るほうも作りやすいのではないかなとは

思いますけれども。 

 お任せします。 
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 あと、文章で、私がイメージしたところで

よろしければ、私が文章を引き取って作成し

ても構いませんので、御検討ください。 

（瀬崎課長） 

 御相談させてもらいます。ありがとうござ

います。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 あと、御意見をいただいたところで、「評

価」という項目ですね。こちらは、案の中で

は「評価」という項目はございませんが、こ

れをもう少し教えていただけますか。 

（氏家副委員長） 

 これは必要ではないのですけれども、つま

り、この苦情が適当であったのか、それとも、

例えば、「耳が遠いことを知りながら一番聞

こえない位置に座り」云々というお話があり

ましたけれども、それは、こちらで確認のと

ころに書いてありますけれども、部屋内で１

メートル以内であったとか、その場で確認し

ていたということになると、それ自体は問題

がないのではないかと当委員会では考えた

ということになると思いますけれども、そう

いうところはどうなのかと。 

 ③についてもありますよね。「指摘を受け、

その場で対応がなされており」。これですか

ね。対応が分からないですけれども。この③

の苦情は、上と下は分けたほうが、別の苦情

として記載したほうが書きやすいのではな

いですか。 

 位置の関係は、その場にいたからいいので

はないかという、みんな、そういうことでご

ざいました。２のほうは、「伝い歩き」を書

いたか書かないかで。 

（宮本委員長） 

 身体状況の項目ですので、また別に表記し

たほうが全体として書きやすいかもしれな

いですね。 

 そうしますと、フォーマットとしては、「意

見」と「評価」という新たな項目があったほ

うがいいということですね。 

（氏家副委員長） 

 私は「意見」は要らないと思います。「意

見」というのが、結局、当否の評価だと思う

ので、出た質問は、事実確認結果に入れれば

いいと思います。委員会で確認した事実関係

ですよね。事実としてさらに確認して、それ

についてとなるので。ちょっと私もイメージ

が湧かないですが。 

 「苦情」があって「経過」があって、多分、

その「経過」のところにこの「確認結果」は

載るべきものなのだと思うのです。そちらで

確認された、この苦情解決委員会に来る前の

経過は対応経過のほうなので、その対応経過

で出たものとして記載するのだと思います。 

 その上で、委員会での経過があって、協議

の結果、こういう確認をしたというのがあっ

て、その結果なのかなと思うのです。時系列

に沿ってやっていかないと、多分、どこで何

を確認したのかが分からなくなるのかなと。 

 ただ、ここに書いてあることで分からない

から我々が確認したら分かったということ

もあるので、新しく何か分かったわけではな

いということもあると思いますので、そうだ

とすると、こちらの「確認結果」のところに、

その結果を含めて書いてもらえれば、こちら

で確認したわけではないのだよということ

になるので、いいのかと。 

（宮本委員長） 

 我々が何か追加で調査をしたわけではな

く。 

（氏家副委員長） 

 そうです。追加で確認したのではなくて。 

 なので、この「確認結果」が、先ほど、そ

のままですかとお伺いしたのはその趣旨で、

我々が確認して出たところがあれば、それを
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踏まえないと、この意見に流れがつながらな

いのかなと思います。 

（宮本委員長） 

 御意見ですか。お願いいたします 

（東委員） 

 すみません。途中で口を挟む感じになって

しまいました。東京社会福祉士会の東と申し

ます。 

 この答申案なのですが、これは、この苦情

に対してだけの回答というか、確認したこと

だけでいいのですか。この包括の、スーパー

バイズ、監督する対応が不足とあるのですけ

れども、包括が、スーパーバイズとか監督す

るだけの能力というか、力があるような状態

なのかなというところが疑問なのです。 

 今、包括は辞める人が多くて、職員の対応

が本当に大変なところが多いと聞いていま

すので、そういう力のある人が指導できる立

場に行けるようなシステムになっているの

かどうかという、それは足立区としての課題

になっていくと思うのですが、区長さんに答

申書を出すときに、そこまでは求められてい

ないのでしょうか。 

 この苦情だけについて回答すればいいの

かどうかというのは、私自身は疑問に感じた

のですけれども。そこのところを確認したい

と思います。 

（宮本委員長） 

 東委員、ありがとうございます。 

 答申書、具体的にどこまで入れるのかとい

うところについて、お願いできますでしょう

か。 

（笠尾係長） 

 権利擁護推進係の笠尾です。 

 基本的には個別事例と考えていますが、そ

れに付随して、そのような意見がもしあると

すれば、何らかの形で含めることは可能では

ないかと考えております。 

（宮本委員長） 

 宮本でございます。 

 やはり、地域包括支援センターにおいては、

主任ケアマネの配置というところが、そのス

ーパーバイズ機能を期待してというところ

だと思うのですけれども、実際は、それぞれ

の包括のほうですごく疲弊しているという

お話も聞くところでございます。私も同じよ

うに、そのような意見を付してもいいかなと

いう同じような意見でございます。 

（結城部長） 

 １点だけ。地域福祉部長の結城でございま

す。 

（宮本委員長） 

 お願いします。 

（結城部長） 

 地域包括支援センターのスーパーバイズ

機能などは、設置基準の業務として義務づけ

られていると思いますが、指導という機能は

ないです。あくまでもケアマネジャーさん等

へのバックアップといったところだけ御理

解いただけるとありがたいと思います。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございます。 

 今の包括の点なのですけれども、先ほどの、

本件についてかどうかというお話であれば、

基本的には１つの、先ほどおっしゃられたよ

うに、今回の事件を見て、スーパーバイズ機

能に問題があるなというように、それが区長

のほうに届くのであれば、それを見て、区長

のほうで判断して、そこに力がどうだったの

かということに降りてくるという流れなの

かなと思うのですけれども、本件に関しては、

どちらかというと、相談をした人がもう既に

いなくて、ちょっと不適切な対応をしたとい

うところに問題があったのではないかとい

うような事案だったのかなと思います。 

 社会的な問題として、今、そういうことが
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あるというのは置くとしても、今回の件での

問題点というのは、問題点として具体的に記

載したほうがいいのかなというのは思いま

した。 

（宮本委員長） 

 ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。地

域包括に対する支援とかフォローとか、その

辺りはいかがでしょうか。 

（氏家副委員長） 

 もしよろしければ、意見を確認しましょう

か。皆さんの意見がここに出ているのですよ

ね。 

（宮本委員長） 

 この「委員会での意見」の「～いたのか」

という疑問が残るところを特に考えたほう

がよろしいでしょうか。 

（氏家副委員長） 

 そうですね。確認を。 

（宮本委員長） 

 では、答申書の案の２枚目、裏面になりま

すけれども、「委員会での意見」、①から⑦

まで。その中でも特に、「～考えていたのか」

という疑問が残る部分について、意見の形に

なるようにもう一回確認させていただけれ

ばと思います。 

 ①の２つ目のポチ「消費者問題では、契約

者本人の意向を基本にする。当事者はどう考

えていたのか」というところについてはいか

がでしょうか。 

（氏家副委員長） 

 こちらと照らし合わせて。 

（宮本委員長） 

 こちらはどのようにまとめたらよろしい

のでしょうか。 

（氏家副委員長） 

 氏家ですが、確認ですが、「当事者はどう

考えていたのか」というのは、申立人がとい

う話でしたか。本人がという話でしたか。 

（小池委員） 

 本人がということで言ったと思ったので

すが。利用者ですね。 

（宮本委員長） 

 本人、利用される方ですね。 

（小池委員） 

 契約関係を伺ったら、利用者ということを

伺ったので。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 氏家ですけれども、今のお話を踏まえます

と、申立人のほうは、解除について問題視し

ているけれども、本人は、ケアマネさんと確

認して、本人意向を前提に進めているので、

本人としては、これは問題と捉えていないの

ではないかという御指摘だったのかなと思

うのですけれども、そこの確認という点だっ

たのかなと思うのですが、そういうことでよ

ろしいですか。 

（小池委員） 

 問題として捉えていなかったのではない

かまでは分からないのですけれども。 

（氏家副委員長） 

 そこまでは言っていないですね。本人はど

うなのかというところですかね。 

（小池委員） 

 そうです。 

（氏家副委員長） 

 それが問題と捉えているのか、捉えていな

ければ、苦情として、本人としては納得して

いるということになるので、そこら辺はいか

がなのですか。 

（和田課長） 

 これは、実際にお話を伺っているところか

らしますと、御本人のほうは、この事案につ

いての納得はされているのですが、申立人の

方のほうが、それは不適切だったり足らなか

ったりしているのではないかといったトー
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ンの違いはあります。 

 ただ、起こっていることに対する認識は、

申立人も御本人様も、両方とも同じようなこ

とはおっしゃっていますので、訴えている中

身については、ものによってはほぼ同じよう

な御意向を示しておられます。 

 ただ、直接やり取りをしている関係では、

どうも申立人のほうが御納得いかないとい

うようなことで進んだ苦情と認識しており

ます。 

（宮本委員長） 

 そうしますと、これはどのように。 

（氏家副委員長） 

 難しいですね。 

 氏家ですけれども、そうすると、本来は、

連絡先を家族にと言われていたけれども、申

立人からは、年末まで多忙と言われていたの

で、連絡は不要だったというところで、ポチ

１にあるように、コミュニケーションの不足

があったことによって、このすれ違いが起き

たという結論になると。 

（宮本委員長） 

 どう考えていたかという形では表記せず

にということですね。 

（氏家副委員長） 

 そうですね。それは、確認結果のところで

今のことを書いていただければ、この当事者

としては家族に連絡をしてほしいと思って

いたと。だから、連絡をしなかったというこ

とについて、苦情を申し立てる意思があると

いう確認ができていると。 

（宮本委員長） 

 御意見はいかがでしょうか。 

（小池委員） 

 それでよろしいかと思います。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 次に参ります。 

 ②についてです。 

 「担当者が行き詰まった際、事業所内での

スーパーバイズやフォローがあれば深刻化

しないのではないか」というところですが、

これは、「しなかっただろう」と。 

（結城部長） 

 そうですね。「深刻化しないと考えられる」

ということです。 

（宮本委員長） 

 こちらは意見でよろしいでしょうか。 

（氏家副委員長） 

 氏家ですけれども、②のところで、「損な

われた信頼を回復しないまま」と書いてある

のですけれども、これは、もう損なわれてい

るという認識でよろしいのですか。 

（和田課長） 

 和田でございます。 

 これは、申立人の方からの表現を確認した

ところ、申立人は損なわれた信頼を回復しな

いままというお申出がありましたので、それ

を事実確認したということになります。 

 なので、申立人の認識が、この「損なわれ

た信頼を回復しないまま１月２９日に担当

者会議を行った」という、それが苦情の項目

として上がってきたということでございま

す。 

（氏家副委員長） 

 氏家ですけれども、多分、これは、①から

やっていくと、前回と同じことを確認し直す

ような気がします。それをもう一度よみがえ

らせるみたいになってしまうので、やはり

我々が聞いて確認したことを落とし込んだ

時系列があったほうがよろしいのかなと思

います。確かに、この間に何かございました

よね。 

（和田課長） 

 こちらは前回の議事録（案）に基づいて今

回お示しさせていただいております。 
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（宮本委員長） 

 そうしましたら、お時間の関係も。 

（氏家副委員長） 

 今は難しいですね。 

 氏家でございますが、多分、この「～はな

かったのか」と出たのも、多分その場で回収

されて、結論みたいなところまで本当は行っ

ているのですね。なので、議事録を踏まえて、

もう一回やっていただいたもので検討した

ほうがよろしそうですね。すみません。私が

余計なことを言ったばかりに。 

（宮本委員長） 

 とんでもないです。 

 そうしたら、もう一度、議事録を確認して

いただいて、委員の発言の前後関係から、少

し読み取っていただいて、合意いただいたと

ころについては、意見という形で表記してい

ただいてもよろしいでしょうか。 

 議事録も文字起こしが大変だと思うので

すけれども、御協力ありがとうございます。

そちらも御確認いただきまして、ぜひお願い

いたします。 

（氏家副委員長） 

 氏家ございます。 

 今日配付いただきました資料について一

点確認させていただきたいのですが、回収と

いうお話だったのですけれども、私、別紙１

と別紙２のほうは確認させていただきたい

ので、できたら持ち帰れる資料のほうに入れ

ていただきたいのですが。これは個人情報の

関係でということですかね。 

（和田課長） 

 大丈夫だそうです。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 それで、話を戻して１点確認だったのです

が、私の記憶違いかもしれませんが、前回、

第三者委員への報告をするかしないかを確

認したところ、本人は報告を希望したので、

報告で上がってきているというようなお話

があったような気がしたのですけれども、こ

の申立書には、報告については特にチェック

欄はないですか。 

（和田課長） 

 ありません。 

（氏家副委員長） 

 それは口頭で聞き取っているのですか。 

（和田課長） 

 はい。これは直接チェックをして、書いて

いただいているものですが、諮問を希望しま

すというようなことを、苦情を受け付ける段

階で聞くというようなことはございません。

諮問は、区のほうから委員会に出すことにな

ります。また、対応していく過程でそういっ

たことを区が判断することになりますので、

申立人から諮問をお願いしますというダイ

レクトな要請は、今のところは、通常のフロ

ーの中ではありません。なので、欄としても

ありません。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございます。 

 諮問についてはそのような認識を。という

か、足立区が委員に諮問するという立てつけ

になっているのは承知しているのですが、前

回、第三者委員に報告するという、「報告」

というお言葉で、報告や否やを確認するとい

うようなお話が出ていたのですけれども、そ

れは何ですか。 

（和田課長） 

 前回のやり取りの確認です。様式上はない

のですが、直接、私がやり取りをした内容で

す。まず苦情対応の仕組みの中で、もし事業

者さんに、ある程度、対応がよくないという

場合には、委員会が持っている権限として事

業者名公表などができるという仕組みがあ

りますと説明しました。また、これはどの案
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件でもそうなのですが、委員会のほうには、

今回対応した案件を御報告させていただき

ますということを、お伝えしております。そ

のことに対して、申立人は、ぜひ、それはよ

ろしくお願いしますというお話でございま

した。 

 なお、一般的なやり取りの中での説明に対

して、よろしくお願いしますはありましたが、

特別にこの委員会に、あえて何とかしてくだ

さいという話は出ておりません。 

（氏家副委員長） 

 比較的、全件で、そういうところに報告し

ますよということを、御当事者にお話しされ

ているということになるのですか。 

（和田課長） 

 それは、私たちが受けるときの段階では、

そういった形のお話はしております。 

（氏家副委員長） 

 ちなみに、報告した後に、「報告しました」

という報告はしているのですか。報告したこ

とを、結果を伝えているのですか。 

（和田課長） 

 内容によって、お伝えしなくてはいけない

内容がありましたら、当然お伝えしておりま

す。 

（氏家副委員長） 

 例えば、今回はどうなりますか。 

（和田課長） 

 今回については、まだ、ここで決まった内

容によってになるかと思います。今の段階で

は、まだ私たちのほうでお伝えするというこ

とを決めているわけではありません。 

 ただ、「報告をします」「お願いします」

はありましたが、結果を返すことについての

御希望は伺っておりません。なので、こちら

で伝えたほうがいいという御意見があれば、

お伝えするという流れになると思います。 

（氏家副委員長） 

 分かりました。ありがとうございます。 

（宮本委員長） 

 では、答申書（案）についての検討ですが、

ほかの委員の皆様、御意見はいかがでしょう

か。 

 よろしいですか。 

 そうしましたら、多々意見が出ております

ので、再度、書類の作成と内容の御検討を、

お手数ですがぜひよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、次第「２ 報告・審議事項」「（３）

令和６年８月・９月報告案件」につきまして、

３件ございますけれども、１件ずつ御説明を

聞いて、それぞれ御意見を頂戴したほうがよ

ろしいかと思いますので、１件ずつ御報告い

ただければと思います。 

 

【資料３】「障がい１」説明 和田課長 

 

（宮本委員長） 

 ただいまの説明につきまして、御意見、御

質問がございましたらお願いいたします。 

（三枝委員） 

 人権擁護委員の三枝でございます。 

 １つ質問させていただきたいのですが、

「再発防止のポイント」の中の２項目目に、

チームの機能が果たされてなかったと。そう

いう指摘のとおりだと思うのです。それは問

題点として大きな問題だと思うのですが、で

は、そのチームをもっと機能的な、本人の意

思を生かした活動ができるようなチームに

するために、誰に、どういう助言をすればい

いのかが見えてこないのですけども、そこを

教えていただけるとありがたいです。 

（和田課長） 

 では、和田のほうからお答えをさせていた

だきます。 

 この事案の中で、決定的に中核になる援助
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職が１人足らなくなっているのですが、障が

い者の制度の場合のケアマネジャー役に当

たる相談支援専門員がいないのです。それで、

たまたま長く子どもの頃からずっと関わっ

てきているＡさんという支援員が、その都度

その都度のポイントでお母様からの御相談

に乗っていたり、息子さんの御相談に乗って

います。でも、全体を組み上げるという立場

ではないと。 

 一方で、Ｂさんも、自分の入っていた通勤

寮からグループホームに入るまでのつなぎ

支援はやるのですが、その後のことも含めた

チーム形成のところには、自分の役割として

主体的に関わっていないということで、ケア

マネジャーのように、そういったチームをう

まくつないだり、調整したりする役割の人が、

今回、実はいなかったというのが一番大きな

課題ではないかと感じております。 

 その辺につきましては、Ａさんが今でも関

わっている支援者になりますので、Ａさんや

お母様とのお話の中では、やはり相談支援専

門員の必要性というのは言及しているとこ

ろでございます。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 そうしますと、相談支援専門員というのが、

常にケアマネジャーのように依頼しなけれ

ばいけないという存在ではないわけですよ

ね。 

（和田課長） 

 そうです。今回は、この方の場合にはいら

っしゃらなかったということでございます。 

（宮本委員長） 

 そうすると、これは実際に、そうなります

と、お母様とか御本人にそういった方を依頼

したほうがいいのではないかというような

助言は、皆さんからなさっているということ

になるわけなのですね。 

（和田課長） 

 そういう方の存在がいたほうがいいのだ

けれどもとの話は、Ａさんと直接私どもがお

話をしている中でも出てきまして、その辺に

つきましては、実際には、お母様のほうは、

長らく子どもの頃から関わってくださって

いるＡさんを信頼しています。でも、Ａさん

は、別の区の医療機関の方で、足立区で相談

支援専門員をやるという御意向ではないの

で、そこは少し乖離が出ています。 

 足立区内で、そういう役割の人を本来見つ

けて継続的にずっと関わってくださればい

いのですが、いない状態になっております。

また、今の段階で見つかったというような話

は聞いておりません。 

（宮本委員長） 

 分かりました。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございます。 

 これは、グループホームが違法なことをし

たというだけの問題ではないかと思うので

すけれども。契約書が付いていないので、契

約書をこういうときには付けていただきた

いなと思ったのですが。 

 普通にグループホームが決まって入った

わけですよね。でも、契約上は訪看を入れな

くてもいいということになっているのだか

ら、入れないでグループホームに入っていれ

ば、何の問題もなく、支援員の相談員も別に

不要で、みんなが作り上げたこのパイプで、

うまくグループホームで生活できたという

だけなので、グループホームが問題だという

だけではないかなと思うのですけれども。 

（和田課長） 

 そういうことです。 

（氏家副委員長） 

 そうですよね。なので、苦情の考察のとこ

ろですけれども、丸の１のところ、「事業所
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が」云々と書いてありますが、別に支援者と

連絡して、本人了承としても何も、そもそも

訪看は義務ではないので、やらないというこ

とで入っていいはずなので、１は要らないよ

うな気がするのです。 

 ２のところも、支援機関間の情報共有や支

援に漏れが生じたのではなくて、グループホ

ームが訪看を使わなくてもいいのに解除な

どしたのが問題であって、普通に、漏れや誤

認ではなくてグループホームが間違ってい

るというだけではないのかなと思いますが。 

 ３番も、「契約要件の明文化」、契約書が

ないから分からないけれども、多分契約書は

あると思うのです。そこにきちんと契約要件

は明文化されているし、その説明も同意も、

多分、グループホームも知って、お母さんも

御本人も多分聞いて、Ｂさんも知っている状

態で契約しているはずなので、説明と同意が

多分行われていたと。 

 最後の「解約事由によらない解約通告は不

適切だった」、これだけだと思います。むし

ろ違法。 

 「再発防止のポイント」も、「契約要件の

明文化」とありますけれども、明文化されて

いるし、ここにこれを書くと、訪看を義務と

しなければいけない、それを明文化すべきだ

ったみたいに読めてしまうので、こうやって

書かないほうがいいと思います。 

 「適切な説明、同意の履行」。 

 チームの問題だというのは、そういう認識

ではないほうがよいような気がいたします

が。 

（和田課長） 

 和田でございます。 

 このように書かせていただいた理由とし

ましては、グループホームのほうの指導所管

の東京都のほうに、これは違法ではないのか

ということで、契約上、それをセット販売み

たいなことでいいのかということで確認し

ましたところ、違法ではないけれども適切で

はないという、また同じような回答でした。 

 要するに、それは、条件として掲げること

は民民の契約の中で、グループホームの設備

や人員配置の状況から、そういうことがある

こと自体は、駄目だとは言えないとの見解で

した。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございますが、話の途中ですみませ

ん。 

 東京都が言っているのは、訪看を義務とし

た契約をすることは、民民の契約だから契約

自由の原則で自由ですよと。だけれども、今

回は、それは契約に入っていなかった。契約

書がないから分かりませんけれども、入って

いなかったのであれば、入っていないものを

条件としては解除はできないと思いますが。

そこまで確認されていますか。それは大きな

違いだと思います。 

（和田課長） 

 実際には、こちらの施設は、入っている方、

全員、訪看契約を結んでいただいているそう

です。 

（氏家副委員長） 

 それは事実上ではないですか。 

（和田課長） 

 実際には、それを条件だと言い張っている

グループホームと、そういう運営をしていい

のですかということを、東京都のほうに確認

しましたところ、それは違反にはならないと

は聞いています。 

 なので、グループホームの契約書の書き方

にそういうことがもし書かれていたとして

も、それは取締まりの対象ではない。適切で

はないけれども、取締まりの対象にはならな

い。民民の契約なので、そこは入らないとい

うのが向こうの言い分でした。そうだとすれ
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ば、契約書の中にきちんと訪問看護を使うこ

とを条件としていますと入っているならば、

成り立ったのでしょうけれども、入っていな

かったので、それはどうなのかというのが、

こちらの視点でございました。 

（氏家副委員長） 

 だけれども、こちらから入れるべきだとい

うのは書くべきではないと思います。つまり、

この方のように訪看を使いたくない、でも、

グループホームに入りたいという人の側か

らしたら書くべきではないですよね。グルー

プホームからしたら書いておけばよかった

ですけれども、こちらがどちらかを味方する

という形になりますので、多分、事実上の運

営というのは、当初からそういう人がいた場

合には、最初使ってみて、でも、できなかっ

たら訪看を導入しようねとか、なだらかに導

入するとか、いろいろな方法があったはずな

ので、そういう手段なく、激高したと書いて

ありますよね。 

 そういうことも含めてなので、ここに明文

化すべきだったと書くのは、グループホーム

は明文化すべきだったという反省を持つべ

きかもしれませんけれども、こちらとしては

書くべきではないのかなと。これは委員会の

意見ではないからいいのですけれども、書く

べきではないのかなと思います。 

（和田課長） 

 分かりました。ありがとうございます。 

（氏家副委員長） 

 氏家ですけれども、これは不適切だったと

して、この施設には何かあるのですか。違反

行為について区所管に報告。それについて、

何かグループホームへのフィードバックは

あるのですか。 

（和田課長） 

 グループホームのほうには、基本的には、

明らかに契約条項の中での事業者都合での

解約事由は、１ヶ月前に文書でということが

あるわけですが、そうでなく、口頭で、例え

ば受給者証が切れるから出てもらうとか、契

約時の条件で、訪看を使っていないから、そ

れはもう入れないとか、そういう物言いをし

ていることが契約書に合っていないという

ことについては、おかしいという指摘はさせ

ていただいております。 

（氏家副委員長） 

 分かりました。 

 もう一点ありますよね。「受給者証が切れ

ることを理由とした」というのも全く理由に

ならないですので。みんないつかは切れるの

だから。 

 なので、苦情の原因は、その２点。契約に

ない事由で解約したことではないのですか

ね。そう思いました。 

 あと、グループホームからしたら、訪看を

絶対だと思っているのであれば、その説明が。

それはあまり書かなくていい気がしますね。

それはグループホームが検討すべきなのか

なと思いますし。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 ほかの委員の皆様、御意見はいかがでしょ

うか。 

 金子委員、いかがですか。御意見をお願い

いたします。 

（金子委員） 

 特にはないです。 

（宮本委員長） 

 承知しました。 

 小池委員もいかがでしょうか。 

（小池委員） 

 特にございません。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

（氏家副委員長） 
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 氏家です。 

 これは諮問にもなっていないので、委員会

でのあれではないと思うのですけれども、こ

ういうのは、こういう報告で出るのですか。

こんな違法事例がありましたと。 

（和田課長） 

 和田でございます。 

 この足立区福祉１１０番につきましては、

年間で、例えば２０件ぐらい、こういう取扱

いをする苦情が出てくるのですが、その中か

ら、毎年毎年同じような苦情ではなく、新た

なタイプの苦情であったり、かなり数の多い

苦情をピックアップして、５事例、６事例ぐ

らいを加工した形で個人情報が分からない

形で掲載しまして、啓発のためにお配りして

いるというような経過になります。 

（氏家副委員長） 

 分かりました。これがどうこうということ

ではないということですね。 

（和田課長） 

 そうです。 

（氏家副委員長） 

 分かりました。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 宮本でございます。少し気になる点がござ

います。 

 契約の場面ですね。契約書の内容ももちろ

んそうなのですけれども、契約の場面で言い

ますと、経過の２枚目のプリントの中央辺り、

判断能力が不十分の利用者に対して、母親が

入るとまとまらないとか、そういった事前情

報、そういった御本人の意思決定を支える、

そういったところではチームといいますか、

御家族であったり精神科、医療機関のＡ氏で

すか。適切な契約の書類とともに、御本人の

判断を支えるチームというのが、契約のとき

には必要かなというのは思います。 

 （和田課長） 

 和田でございます。 

 今の点は、その下のところ、７月８日に、

御本人の判断能力の部分については、事前に

入っていました通勤寮のほうに、どのぐらい

の判断能力なのかと確認しています。 

 もともと療育過程で関わっていたＡ氏の

ほうからは、しっかりと話して、理解すれば、

自分のことを自分で決められる人と聞いて

いました。 

 通勤寮のほうにも、７月８日に後追いで確

認のために聞き取りを行っておりますが、そ

ちらでは、本人は、時間を要するが十分に説

明すれば理解でき、自分で答えが出せる方と

いう認識と承っております。その部分を、ど

うもグループホームのほうでは、お母様を交

えるといろいろともめそうなので、本人の契

約できると逆手に取ったようなところがご

ざいました。そういう経過も確認しておりま

す。 

（宮本委員長） 

 契約者は御本人ですので、もちろん御本人

の判断能力を支えるところが一番だとは思

うのですけれども、時間をかければとか、そ

ういったところに関しては、グループホーム

側が利益追求のために、どのような対応をな

さったのかというのは、少し懸念があるとこ

ろでございますので、そういったところを踏

まえていただけるといいのかなと思います。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございます。 

 今の本人の自己決定権という意味で、５月

１日に、訪看からＡ氏に、「本人が訪看を使

いたいと言っている」という連絡があったと

ありますけれども、これは本人の意思と違う

ということであれば、訪看がうそをついてい

ることになるのかなと。本人の意思に反する

虚偽の事実報告があったのではないですか。 
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（和田課長） 

 和田でございます。 

 虚偽というところまでの確認はできてい

ないのですが、Ａ氏のお話としては、先にそ

ういったお話が既に出ていることを確認し

ていたＡ氏のほうは、聞き取りをした結果、

本人のほうは訪看は使わないということを

聞いていましたので、それ以上のところの確

認までは至っておりません。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございますが、本人の意向を無視し

て訪看を入れようと進めたのであれば、さら

にこのグループホームの問題は大きいかな

と思います。母親を排除しようとしたことも

含めて。ちょっと問題の多いグループホーム

かなという印象です。 

（宮本委員長） 

 ほかに御意見はよろしいでしょうか。 

 では、１つ目の議案につきまして、終わり

にさせていただいて、２つ目の御説明をお願

いいたします。 

 

【資料３】「障がい２」説明 和田課長 

 

（宮本委員長） 

 そうしましたら、２つ目の事案につきまし

て、御意見、御質問をお願いいたします。 

 東委員、いかがでしょうか。 

（東委員） 

 東です。 

 その児童を先に送り届けるということは、

迎えに行くときは、一番最後に迎えにいくと

いうことになるのですよね。それを親御さん

が納得してからということになりますよね。

（和田課長） 

 そういうことだと思います。 

（東委員） 

 結局、預かってもらう時間が短くなる。そ

の辺も気を遣われたほうがいいのかなとい

うことは感じました。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 三枝委員、いかがでしょうか。お願いしま

す。 

（三枝委員） 

 私も学校現場にいたときには、放課後等デ

イサービスに関わっていましたので、その状

況を思い出すと、運転手と添乗員、この２名

は絶対です。絶対の条件だと思います。いな

いから運転手だけで。これは非常に危険だし、

いろいろな障がいを持っている子たちが同

じバスに乗り合わせて、何が起こるか分から

ないと。親にとっても何が起こるか分からな

いのです。だから、そういう状況の中で、運

転に専念すべき運転手さんが、１人で送迎、

これはあり得ないと思いますし、事故がたま

たま起こらなかったというだけのように思

います。 

 確かに人が不足するというのが、いつも、

放課後等デイサービスの職員の出入りはす

ごく激しいのです。確かにきついです。物す

ごくきついですから分かるのですけれども、

正直、これはまずいなというのはすごく感じ

ました。 

 感想にしかなっていないですけれども、以

上です。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

（氏家副委員長） 

 氏家ですが、今の点で、今、運転手と添乗

員２名は必須ですというお話だったのです

けれども、これも契約上はそうなっていて、

それが履行されていないことについて、何か

所管から指導とか、それこそそういうものは

ないのですか。 

（和田課長） 
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 和田でございます。 

 指導という形ではないのですが、やはり契

約書に書かれていることが履行されていな

い状況が、職員の欠員のような状況があると

いうことに対して、募集をかけますというお

話でしたので、それ以上の対策については、

「よろしくお願いします」という程度のお話

をするところまでになっております。 

（氏家副委員長） 

 そこまでなのかなというところですか。 

（和田課長） 

 そこまでですね。 

（氏家副委員長） 

 先ほどお話がありましたけれども、本当に

事故が単に起こっていないだけだと思うの

で、それだけしかできないのだと大変だなと

いうか、具体的な問題の解決にあまりならな

いのかなと思ったのです。 

 あと、マニュアルがないと。 

（和田課長） 

 ないそうです。 

（氏家副委員長） 

 運転席から降りてはいけないとか、２名体

制にして、代わりに子どもの送迎を保護者が

やるということにしたのは、多分そういう降

りなくていいようにという意味だと思うの

ですけれども、その降りたというところが問

題だということですよね。 

（和田課長） 

 ここで起こった状況につきましては、非常

に危険な状況だったと私たちも認識してお

ります。本来、それでよかったのかというと

ころは、非常に疑念が残るところでございま

す。 

 エンジンをかけっぱなしで、子どもが運転

席で、運転手さんが外にというのは、非常に

危険な状況だったかと。 

（氏家副委員長） 

 子どもを預ける親からしたらあり得ない

と思うのですけれども。 

 それで、この「対応策を考えていることで

納得され、安心した」というのは、保護者の

実感だと思いますけれども、それで納得でき

るものではないのかなと。そういう苦情があ

ったけれども、結局、対策を取るといって、

でも、人員募集したけれども、募集しないで、

マニュアルは変わらず、今も運転手は降りて

いますということなのか、改善されたのかの

確認は必要なのかなと思います。 

（和田課長） 

 ありがとうございます。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 小池委員、いかがですか。 

（小池委員） 

 やはり、これで終わりだと、あまり解決に

なっていないというか、こういう子が何人も

出てきてしまった場合にはどうするのだと

か、いろいろな危険性は確かにあると思うの

です。 

 ですから、危機管理というか、安全管理と

いうのは、いろいろと、ほかの問題でも今年

大分出てきましたけれども、きちんとしたマ

ニュアルで、こういう場合にはこうというの

は、いろいろな場面を想定して決めておくと

いうことは必要かなと思います。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 金子委員、いかがですか。 

（金子委員） 

 民生・児童委員の金子です。 

 今の意見に同感なのですけれども、こちら

から確認すると。そういうところを再度お願

いしたいと思います。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございました。 
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 宮本でございます。 

 放課後デイ等でサービスの御利用に当た

っては、送迎がサービスの中に付いているか

付いていないかという事業所もあると聞い

てございますし、やはり、御家庭では、サー

ビスの中の送迎の部分というのは、御家庭に

とっても大きな生活の中の一部だと思うの

です。それが、お子さんにとっても、もちろ

ん御家族にとっても安心安全ということは

前提の大事な条件だと思いますので、これが

確実に実行されるように切に願います。 

 人員不足というのは、この分野に限ったこ

とではないのですが、何か手だてというもの

はないものなのでしょうか。 

（早川課長） 

 障がい援護課長から。 

（宮本委員長） 

 お願いいたします。 

（早川課長） 

 御意見、ありがとうございます。 

 冒頭、三枝委員もおっしゃったように、私

も、そういう行動に障がい等を抱えているお

子さんを運ぶ車両で、複数いるのはマストで

はないかなとは思っていたのですけれども、

国のガイドライン等を調べたところ、必ずし

も複数にするということというのは、送迎を

行う事業者の要件として明文化されていな

いようなのです。 

 ただ、この事業者の場合というのは、複数

でやりますと契約書に書いてあって、それが

履行されていないという別の問題は発生は

するのですけれども、国のほうでも、放課後

等デイサービスも含めた、こういった児童福

祉法のサービスの報酬というのを常に見直

していまして、例えば、重たい方を受け入れ

ると重度の加算が付いたり、送迎をやると加

算が付いたり、そういうインセンティブを付

けておりますので、その中で放課後等デイサ

ービス事業者の人的な需給状況というのは、

区としても注視はしていきたいと思ってい

ます。 

 独自に、今のところそういった事業者の人

的支援を充足させるために、何か補助という

のは、まだ考えてはいないのですけれども、

問題として認識はしております。 

 加算の状況とか、他自治体の、直接な人的

なものではなくて、例えば、ちょっと話は変

わるのですけれども、車両に子どもを、お送

りしたお子さんを置きっぱなしにしないよ

うな助成みたいなものをつくっております

ので、そういった、間接的にマンパワーを少

なくできるようなものの案内とかというの

は、行政のほうでも、そういったサービスの

提供者の連絡会をやっているので、そういっ

たところでシェアして、今のところ間接的な

のですけれども、そういう後押しはしておき

たいなと考えております。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 やはり人的なところはなかなか難しい問

題だと思いますので、そういった、それ以外

のハード面とか、外的な何かサポート機能が

あれば、進めていただくのも両輪だと思いま

すし、引き続き注視していただくということ

をぜひお願いしたいと思います。 

 皆様、よろしいでしょうか。 

 では、最後です。御説明をお願い申し上げ

ます。 

 

【資料３】「障がい３」説明 和田課長 

 

 （宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、３つ目の事案につきまして、御

質問、御意見をお願い申し上げます。 

（氏家副委員長） 
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 氏家でございます。 

 こちらも契約解除の話ですので、契約書が

添付されていると判断がしやすいかなと存

じます。 

 ただ、契約解除の通知が一方的だというこ

となので、この契約解除が無効だという確認

になるのかなと思うのです。そうだとすると、

その苦情対応を終了されているので、本人が

納得したから終了となっているのですけれ

ども、間違いでしたという手紙がちゃんと来

たのかどうかを確認して、それをもって終了

としたほうがよろしいのかなと。弁護士だっ

たら、多分、法的なところでは契約のところ

を確認するのかなと思いました。 

 あと、もう一点は、直前にということなの

で、週５で２ヶ月対応が難しくなると思うの

です。生活の面で影響が大きいと再発防止の

ポイントに記載されていたのですけれども、

場合によっては費用負担がプラスアルファ

で生じた可能性もありますので、そうすると、

この対応自体が問題があれば、損害賠償の対

象になった可能性もあると思います。 

 なので、その会社は、ほかの利用中の子は

預かるが車椅子の子は預かれないというよ

うな対応をしたのであれば、それはそれで問

題があって、そこを、ほかのところで、法人

内では預かれないにしても、近隣のエリアで

探したけれどもどうだったのかとか、そうい

う、ちゃんと対応を尽くしたのかどうかの確

認が必要であったのかなと。そこまで求めて

もよかったのかなと思いました。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 教えていただきたいのですけれども、１、

２ヶ月の利用が一旦中断されて、また同じ法

人内で利用ができるということが確定して

いるのにもかかわらず、契約解除という書類

を作らなければならないものなのですか。 

（氏家副委員長） 

 いや、作るべきではないし、作っても無効

だと思います。 

 なので、無効なのですが、一応、一旦書類

として存在してしまっている以上は、これを

打ち消すために、それは間違えましたという

書類とセットで安心できるわけですよね。 

 つまり、今、解除ですと言われて、それが

違法であることが確認できていない以上、２

ヶ月後だって連絡が来ないかもしれない。い

つ再開ですよという連絡がなくて、いや、あ

なたは解除されていますよという、法的なお

それは、現在、多分残っている状態になって

しまっていると思うのです。 

 実際には多分連絡があって、また、何もな

かったかのように、解除通知を出したのがう

そだったかのように続くのでしょうけれど

も、現実はそうなのでしょうが、弁護士とし

ては、書類は作る必要もないし、作ってはい

けないと思います。 

 多分、一旦停止とか、それこそ、本来であ

れば、それが分かった時点で、この期間は使

えないということが分かった時点で、調整の

お話をして、その間、どこかに行けるか行け

ないかとやって、行けなかった場合はどうす

るかまで考えるのが、多分、この預かってい

る事業所の責任だと思うのですけれども、そ

の責任を果たさないどころか、違法な解約、

解除という手段に出ているので、法律相談の

ほうにお見えになったほうがよかったのか

なという感じはいたします。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 宮本でございます。 

 やはり週５利用しているというのももち

ろんそうですけれども、週１であったとして

も、やはり障がいのあるお子さんの生活を一

部担っている事業所は、御家庭にとっても、
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こういった生活が変わっていくということ

の、一時的にその時間預かるというよりも、

１日の生活に影響するということを、やはり

事業所に十分御理解いただいて、実際、工事

に当たるのであれば、御検討いただいて、そ

の先を考えていただきたかったなという、私

も意見を持ちます。 

 東委員、いかがでしょうか。 

（東委員） 

 特に私からはありません。 

 契約解除通知を出さないほうがいいとい

うのは勉強になりました。ありがとうござい

ます。 

（宮本委員長） 

 三枝委員、いかがでしょうか。 

（三枝委員） 

 ありません。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 小池委員は。御意見をお願いいたします。 

（小池委員） 

 ここで、この事業者の内部のことを言って

もしようがないのかもしれないのですけれ

ども、こういう事態の場合に、誰が責任者で、

どういう命令系統で、どういう対応をするの

だということが全然よく分からなくて、契約

解除を出してしまうという、とんでもない重

いことを混乱の末にやってしまったという

ことで、この会社をそのまま使い続けること

が不安な感じがします。 

 ですから、最終的な決着として、契約解除

をどう後始末をつけて、それをまた取り消す

というか、きっちり最終的な手続きまでが必

要なのかなと思います。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

 御意見、ありがとうございました。 

 特にこれ以上御意見や御質問がないよう

なので、本件の質疑は以上としまして、次に

移りたいと思います。 

 次に、次第「２ 報告・審議事項」、「（４）

第２回委員会未報告案件」について、事務局

の方、御説明をお願い申し上げます。 

 

【資料４】「第２回委員会未報告案件」 

説明 和田課長 

 

（宮本委員長） 

 御報告、ありがとうございました。 

 今の説明につきまして、御意見、御質問が

ありましたらお願いします。 

 三枝委員、いかがでしょうか。 

（三枝委員） 

 大丈夫です。 

（宮本委員長） 

 承知しました。 

 これは意見を提出したということですの

で、よろしいでしょうか。 

（氏家副委員長） 

 １点、氏家からよろしいでしょうか。 

 ほかの委員が意見をお送りしている中、大

変恐縮ですが、私のほうは別の意見を述べさ

せていただいております。 

 こちらは記載されていないのですけれど

も、未報告案件について、書類送付で自宅で

各自が読んで、それを意見を出すというのは、

時間外のこちらの負担になりますので、そう

ではなく、例えば今日みたいに少しお時間が

余っておりますので、そういうときにずらし

て報告はできないものかなと思っておりま

す。 

 こちらを拝見しても、直接に御事情を確認

しないとどうか分からない。結果、意見を申

すことができないというものが多くござい

ます。 
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 特に、全部終了となっている案件ですので、

持ち帰りで意見を確認せずとも、こちらの時

間の中でできるのではないかと思いますの

で、そのような処理を本当にお願いしたいと

思っております。 

 この報告につきましては、私のほうで、こ

の委員で、この報告を受ける意味というか、

受けなくてはいけない委員会としての義務

としてあるものなのか、そのようなものでは

ないようにもお受けしておりますので、どの

ような受け取り方をしたほうがいいのかな

というのを思っております。その辺を御確認

させていただきたいです。 

（笠尾係長） 

 権利擁護推進係の笠尾です。 

 前回の委員会の冒頭で説明させていただ

いたとおりの流れを考えています。 

 氏家委員のほうから、一部、条例、要綱に

合っていないのではないかという御意見も

いただきましたけれども、その点につきまし

ては、現状に合うように、条例のほうを変更

させていただきたいと考えております。 

 本件については、前回お示しした表のとお

り、解決した案件について御報告をさせてい

ただいて、もし、特段取り上げる、独自に取

り上げる案件という位置づけに値するよう

なものがその中にもしあれば、御意見をいた

だきたいという位置づけと考えております。 

 以上です。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 氏家でございます。 

 もし、そうであれば、例えば本日報告され

たような案件は、もちろん有益な意見が出た

と思うのですけれども、ある意味、円満解決

をしているような、終了できたというような

ケースだったのですが、実は、前回の第２回

のほうが、御指摘もあったように、事実上終

了しているというようなケースが幾つかあ

ったのではないかなと思っております。 

 限られた時間で拝見するのであれば、「解

決」と書いてあるので、解決していないと申

し上げるのは恐縮ですが、解決したと言える

か疑義があるような、過程を見るべきものを

こちらに挙げていただいて、諮問にするのか

しないのかというフローでもしおやりにな

るのであれば、そのようにしたほうがよいの

かなとも、これは個人的な意見ですけれども、

思っております。 

（宮本委員長） 

 ありがとうございます。 

 時間のこともございますので、ぜひ御検討、

をお願いいたします。 

（氏家副委員長） 

 それで、例えば、言うのであれば、第２回

のナンバー２の意見は、三枝委員からも、ず

さんで驚きましたという意見とか、委員長か

らも、一連の過程がずさんであるというよう

な御指摘があるようなところですので、そう

であれば、こういうのは、きちんと取り上げ

たほうがいい案件なのかもしれないなとは

思います。今、それが目に付いたので申し上

げましたけれども。 

 なので、こちらの第２回は、取扱いについ

ては、私のほうとしては、取り上げるべきも

のは、きちんと委員会で取り上げたほうがい

いのかなと思っております。 

 ほかの委員から御意見がありましたら。 

（金子委員） 

 その他でもよろしいですか。 

（宮本委員長） 

 お願い申し上げます。 

（金子委員） 

 民生・児童委員、金子です。 

 この場ですので、質問させていただきたい

のですが、生活保護の受給者が単身で高齢で
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あり、それで、妹さんが近くにいるのですが、

妹さんの旦那さんが病弱で、当人を見られな

いと。そういうことで、このところ急激に体

調が衰弱をして、排せつ状況もままならない

と。そういった状況の中で、１日２回、朝昼

とかヘルパーさんが来て対応していると。 

 その方は、例えば、大声、怒鳴り声を出し

たり、近所を徘徊したり、そういうことはな

いのです。ないので、等級を上げるわけにい

かないと。そういった状況の中で、施設の入

所、行政として、こちらとしては早く施設の

入所をお願いしたい。 

 もう一つは金銭管理なのです。 

 本人が金銭管理できない場合に、法的には、

後見人を立てよというような話があります

が、後見人を立てる以前に行政の対応ができ

る部分があるのかどうか、その２点、質問さ

せていただきたいのですが。 

 よろしくお願いします。 

（瀬崎課長） 

 医療介護連携課長の瀬崎です。 

 まず、その方は生活保護を受給されている

ということで、ケースワーカーさんと、あと、

単身高齢者ということで、地域包括支援セン

ターがどのような対応しているのかという

のを、後ほどお名前等を確認させていただい

て、事実確認をできればなと思っています。 

 既に関わっていると思われます。その金銭

管理の部分についても、多分、カンファレン

スとか関係者を呼んでやっているのかどう

かも含めて、今の情報だと分からないので、

終わった後、事務局を通じて確認させていた

だければと思います。 

（宮本委員長） 

 では、本件につきましては、こちらで終了

とさせていただきます。 

 次第「２ 報告・審議事項」が全て終了と

なりますので、進行を事務局のほうに託させ

ていただきます。 

（瀬崎課長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、次第の「３ その他」でござい

ます。権利擁護推進係長から御説明をお願い

します。 

（笠尾係長） 

 権利擁護推進係の笠尾です。 

 本日、皆さんのお手元に前回の議事録が配

られていると思いますので、御案内は既にさ

れていると思うのですけれども、お手数です

が、御確認していただいて、２週間以内とい

うことだったと思うのですが、御確認をお願

いしたいと思っています。 

 それから、福祉１１０番については、本来

はこの委員会の中で話し合うものとしては

含まれていないのですけれども、こちらのほ

うは、例年、前年度の議事録の中から、先ほ

ど和田のほうから申し上げたとおり、象徴的

なものとか、周知する必要があるものを厳選

してお載せして作成しているものになりま

すので、参考までにお配りさせていただいて

おります。 

 それから、その後は、次第の下に表がある

とおり、次回の予定等も入ってございますの

で、もう今年はおしまいなのですけれども、

次回は、来年１月２０日、月曜日という予定

になっていますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 私のほうから以上です。 

（瀬崎課長） 

 ただいまの御説明について、御意見、御質

問がありましたら、よろしくお願いいたしま

す。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございます。 

 議事録なのですけれども、結構、量があり

ますので、データでいただければ、確認、修
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正等を入れやすいのですが、よろしいでしょ

うか。 

（笠尾係長） 

 可能です。 

（氏家副委員長） 

 ありがとうございます。 

 次に、足立区福祉１１０番なのですけれど

も、大変恐縮なのですが、既にお話し済みな

のですけれども、本書が、苦情等解決委員会

が扱った苦情相談の内容について審議した

結果をまとめてありますと書かれているの

ですけれども、ミスリーディングにならない

かって思っておりまして、実際に報告は受け

ていらっしゃる、報告の件はあると思うので

すが、苦情等解決委員会が扱ったケースとい

うよりも、むしろ、窓口のほうで扱ったケー

スなのだろうと思うのです。そこがちょっと

ミスリーディングだなと思っております。 

（笠尾係長） 

 権利擁護推進係の笠尾ですけれども、その

辺りは、先ほど申し上げたとおり、条例、要

綱等のつくりを見直すことと合わせて、ミス

リーディングにならないように配慮させて

いただきたいと考えています。 

（宮本委員長） 

 宮本でございます。 

 不勉強で大変恐縮なのですけれども、令和

５年度のこの報告書を、今、この委員会でお

出しいただいた目的はございますか。 

（笠尾係長） 

 権利擁護推進係の笠尾ですけれども、今御

説明申し上げたとおり、参考としてお配りし

ているもので、本来、この福祉１１０番の作

成については、この委員会の審議事項に含ま

れておりません。 

 ですが、結果として、皆さんに昨年度審議

いただいた結果をまとめておりますので、参

考として、本日、現段階の作成案というもの

を配付させていただいております。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございます。 

 表紙に「足立区福祉サービス苦情等解決委

員会」と書いてあるのですが、これは、この

苦情等解決委員会が発行しているという意

味ではないのでしょうか。 

（笠尾係長） 

 権利擁護推進係の笠尾です。 

 確かにそのとおりです。そのとおりなので

すけれども、やはり条例と要綱等、私のほう

も改めて確認させていただきましたが、その

中にこの業務は含まれていないので、その表

記を含めて改めて検討させていただきたい

と考えています。 

（氏家副委員長） 

 氏家でございますが、苦情等解決委員会が

出したのでなければいいではないですけれ

ども、足立区のほうで取り扱った苦情等につ

いての報告だという形であれば、私としては、

それは何の問題もないかと思うのです。 

 苦情等解決委員会は、あくまで諮問を受け

たものについて、答申、助言をするという建

前上、その取り扱ったものと取られるのであ

れば、それはミスリーディングだなと思いま

すので、どこが何を発行しているかというと

ころを見ていただければよろしいのかなと

思います。 

（瀬崎課長） 

 ありがとうございます。 

 事務局から宮本委員長に御相談なのです

けれども、今回の第２回議事録につきまして

は、原則公開なのですが、個人情報など非常

に事細かなところまで触れています。今回の、

この福祉１１０番の２３ページ目に、この当

委員会の運営要綱がありまして、第２条で、

会議の議事録のところがございます。第３項

の但し書きにて、委員会が公開することが適
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当でなく、非公開を認めている場合はこの限

りではないということであるのですけれど

も、第２回の議事録につきましては、非公開

での取り扱いとしてどうでしょうか。 

（宮本委員長） 

 皆様、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（宮本委員長） 

 よろしいでしょうか。 

 したがいまして、こちらは公開しないとい

うことで。 

（瀬崎課長） 

 ありがとうございます。事務局にて対応さ

せていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 そのほか、御意見、御質問はいかがでしょ

うか。 

 本日、緑色のクリアファイルの苦情申立書

というホチキスどめの１枚目の表面のもの、

こちらだけ委員会が終わった後、回収させて

いただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 そのほかに御意見はよろしいでしょうか。 

 では、以上をもちまして本日の委員会を終

了します。円滑な議事運営に御協力いただき

まして、ありがとうございました。 

 議事録につきましては、事務局が作成しま

して、後ほどデータをメールで送らせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 


